
荒川区生活安全条例の一部改正に対するパブリックコメントの実施結果

１ 周知期間

平成２２年８月１日（日）から平成２２年８月１４日（土）までの１４日間

２ 実施方法

生活安全条例への意見募集について、平成２２年８月１日発行のあらかわ区報と荒川区ホーム

ページで周知したほか、条例の骨子等を生活安全課、福祉推進課、住環境整備課、情報提供コー

ナー及び荒川区ホームページにて閲覧に供しました。

３ 意見応募方法及び意見提出件数

意見応募方法 意見提出件数 意見項目数

郵送 １ １

電子メール ４ ４

ファクス ０ ０

生活安全課への持参 ０ ０

合計 ５ ５

４ 意見の概要及び意見に対する区の考え方（別紙）



別紙 意見の概要及び意見に対する区の考え方

意見区分 意見の概要 意見に対する区の考え方

条例全体 今回の改正を好ましく受け止めて

いる。住みやすい区の実現には、安心

安全は不可欠な要素だと思う。

区営、区民住宅への暴力団関係者入

居拒否は、暴力団の存在を許さないと

いう姿勢の表明でもあり、強いメッセ

ージになっている。

実際にパトロールの効果があるの

かどうかは分からないが、「防犯パト

ロール」の紙を掲げた自転車が通るだ

けで、何となく安心感がある。目立つ

し、コストのかからない予防策であ

り、今後もさらに発展させて、継続し

てほしい。

ところで、不法なごみ投棄について

も、防犯パトロールで区に知らせ、ご

みが少ないうちに撤去することはで

きないだろうか。ごみはごみを呼ぶ

が、逆に、常にきれいなところにはご

みは捨てられないと思うのだが。見た

目にもクリーンな街は防犯抑止に 一

役買うのではないだろうか。

本条例の改正について、深いご理解

と高い評価を賜りありがとうござい

ます。区としましては、区民の皆さま

が、住みやすい荒川区の実現を目指し

防犯対策の充実に取り組んで参りま

す。

庁有自転車への「防犯パトロール」

の掲示につきましては、ご意見にあり

ましたように犯罪抑止と地域の防犯

力の向上に効果のあるものと考えて

おります。今後とも、地域の方々と協

力しながら実施して参ります。

さらに安全安心パトロールカーに

よる巡回等を行い、区民の皆さまの安

全安心の確保に努めていきます。ま

た、ごみの不法投棄につきましては、

パトロールに加え、張り紙等による注

意喚起を行い、清潔で美しいまちの実

現に向け環境美化に努めて参ります。

条例全体 今回の改正条例案の趣旨は賛同し

ますが実効あるものにするには、市民

が、自ら暴力団に立ち向かう勇気を持

つことが必要です。それには相当な覚

悟が必要と思います。それを、行政・

警察がバックアップする明確なメッ

セージを打ち出すことが肝要と思い

ます。

本条例の改正について、評価と貴重

なご意見を賜りありがとうございま

す。ご意見にありましたように、犯罪

の無い安全で、安心して暮らせるまち

づくりの基本は、地域力にあると考え

ております。また、効果的で実効ある

防犯対策を実施していくためには、区

民の皆さまと区さらには警察署等の

関係機関との連携協力も大変重要で

あると考えております。

区では、これからも警察署等と十分

に連携を図りながら、区民の皆さまと

ともに防犯対策に取り組んで参りま

す。



条例全体 組織暴力対策については、住民の団

結も必要ですが警察による絶大な応

援がないと萎縮して民間人の活動は

なえてしまいます。地域住民の意識改

革も必要ですね。

本条例の改正について、評価と貴重

なご意見を賜りありがとうございま

す。犯罪の無い安全で、安心して暮ら

せるまちづくりの基本は、地域力にあ

ると考えております。

また、ご意見にもありますとおり、

組織暴力対策に限らず犯罪を未然に

防止するためには、区民の皆さまと区

さらには警察署等の関係機関との連

携協力も大変重要であると考えてお

ります。

区では、これからも警察署等と十分

に連携を図りながら、区民の皆さまと

ともに防犯対策に取り組んで参りま

す。

条例全体 次の項目について、対策を提言しま

す。

＜自転車について＞

１不法駐輪

係員の常設や防犯カメラの設置

２不法走行（片手ハンドル、スピード

等）

防犯カメラの設置や係員の巡回

＜集合住宅について＞

防犯カメラの設置や制服警官の巡回

＜高齢者居住対策＞

集合住宅に対する自治会の設置・促進

区民の安全・安心に関する取り組み

について、貴重な提言を賜りありがと

うございます。お寄せ頂きましたご提

言は、真摯に受け止め、各担当課にお

きまして検討させて頂きます。

今後とも「安全･安心都市あらかわ」

の実現に向けた区の取り組みについ

て、ご理解とご協力をお願いします。

条例全体 区や事業者等に対してより積極的

に行動する根拠を持たせることで、警

察の活動と相乗的に防犯活動が促さ

れるという意味で、良いものではない

かと感じました。

本条例の改正について、高い評価を

賜りありがとうございます。

今後とも区の防犯対策が実効のあ

るものとなるよう、区民の皆さまと

区、さらには警察署等の関係機関と一

体となって取り組んで参りますので、

ご理解とご協力をお願いします。


